
議案第７７号 

さいたま市都市計画関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市都市計画関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２５年６月１２日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市都市計画関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市都市計画関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７２号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１ 法第２９条の規定による

開発行為の許可の申請に対

する審査

 主として自己の居住の

用に供する住宅の建築の

用に供する目的で行う開

発行為

ア 開発区域の面積が０

．１ヘクタール未満の

もの

１件につき 

１０，０００

円

イ 開発区域の面積が０

．１ヘクタール以上０

．３ヘクタール未満の

もの

１件につき 

２３，０００

円

ウ 開発区域の面積が０

．３ヘクタール以上０

．６ヘクタール未満の

もの

１件につき 

４６，０００

円

エ 開発区域の面積が０

．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のもの

１件につき 

９２，０００

円

事務の種類 手数料の額

１ 法第２９条の規定による

開発行為の許可の申請に対

する審査

 主として自己の居住の

用に供する住宅の建築の

用に供する目的で行う開

発行為

ア 開発区域の面積が０

．１ヘクタール未満の

もの

１件につき 

８，６００円

イ 開発区域の面積が０

．１ヘクタール以上０

．３ヘクタール未満の

もの

１件につき 

２２，０００

円

ウ 開発区域の面積が０

．３ヘクタール以上０

．６ヘクタール未満の

もの

１件につき 

４３，０００

円

エ 開発区域の面積が０

．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のもの

１件につき 

８６，０００

円



オ 開発区域の面積が１

ヘクタール以上３ヘク

タール未満のもの

１件につき 

１４０，００

０円

カ 開発区域の面積が３

ヘクタール以上６ヘク

タール未満のもの

１件につき 

１８０，００

０円

キ 開発区域の面積が６

ヘクタール以上１０ヘ

クタール未満のもの

１件につき 

２４０，００

０円

ク 開発区域の面積が１

０ヘクタール以上のも

の

１件につき 

３２０，００

０円

 主として、住宅以外の

建築物で自己の業務の用

に供するものの建築又は

自己の業務の用に供する

特定工作物の建設の用に

供する目的で行う開発行

為

ア 開発区域の面積が０

．１ヘクタール未満の

もの

１件につき 

２０，０００

円

イ 開発区域の面積が０

．１ヘクタール以上０

．３ヘクタール未満の

もの

１件につき 

４６，０００

円

ウ 開発区域の面積が０

．３ヘクタール以上０

．６ヘクタール未満の

もの

１件につき 

１００，００

０円

エ 開発区域の面積が０

．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のもの

１件につき 

１８５，００

０円

オ 開発区域の面積が１

ヘクタール以上３ヘク

タール未満のもの

１件につき 

３０８，００

０円

カ 開発区域の面積が３

ヘクタール以上６ヘク

タール未満のもの

１件につき 

４１５，００

０円

キ 開発区域の面積が６

ヘクタール以上１０ヘ

クタール未満のもの

１件につき 

５２１，００

０円

ク 開発区域の面積が１

０ヘクタール以上のも

の

１件につき 

７３７，００

０円

 前２号以外の開発行為

ア 開発区域の面積が０ １件につき 

オ 開発区域の面積が１

ヘクタール以上３ヘク

タール未満のもの

１件につき 

１３０，００

０円

カ 開発区域の面積が３

ヘクタール以上６ヘク

タール未満のもの

１件につき 

１７０，００

０円

キ 開発区域の面積が６

ヘクタール以上１０ヘ

クタール未満のもの

１件につき 

２２０，００

０円

ク 開発区域の面積が１

０ヘクタール以上のも

の

１件につき 

３００，００

０円

 主として、住宅以外の

建築物で自己の業務の用

に供するものの建築又は

自己の業務の用に供する

特定工作物の建設の用に

供する目的で行う開発行

為

ア 開発区域の面積が０

．１ヘクタール未満の

もの

１件につき 

１３，０００

円

イ 開発区域の面積が０

．１ヘクタール以上０

．３ヘクタール未満の

もの

１件につき 

３０，０００

円

ウ 開発区域の面積が０

．３ヘクタール以上０

．６ヘクタール未満の

もの

１件につき 

６５，０００

円

エ 開発区域の面積が０

．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のもの

１件につき 

１２０，００

０円

オ 開発区域の面積が１

ヘクタール以上３ヘク

タール未満のもの

１件につき 

２００，００

０円

カ 開発区域の面積が３

ヘクタール以上６ヘク

タール未満のもの

１件につき 

２７０，００

０円

キ 開発区域の面積が６

ヘクタール以上１０ヘ

クタール未満のもの

１件につき 

３４０，００

０円

ク 開発区域の面積が１

０ヘクタール以上のも

の

１件につき 

４８０，００

０円

 前２号以外の開発行為

ア 開発区域の面積が０ １件につき 



．１ヘクタール未満の

もの

９２，０００

円

イ 開発区域の面積が０

．１ヘクタール以上０

．３ヘクタール未満の

もの

１件につき 

１４０，００

０円

ウ 開発区域の面積が０

．３ヘクタール以上０

．６ヘクタール未満の

もの

１件につき 

２００，００

０円

エ 開発区域の面積が０

．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のもの

１件につき 

２８０，００

０円

オ 開発区域の面積が１

ヘクタール以上３ヘク

タール未満のもの

１件につき 

４２０，００

０円

カ 開発区域の面積が３

ヘクタール以上６ヘク

タール未満のもの

１件につき 

５５０，００

０円

キ 開発区域の面積が６

ヘクタール以上１０ヘ

クタール未満のもの

１件につき 

７１０，００

０円

ク 開発区域の面積が１

０ヘクタール以上のも

の

１件につき 

９４０，００

０円

 法第３４条第１４号に

規定する開発行為であっ

て、市長が別に定める基

準により開発審査会に付

議するもの

許可申請１

件につき、前

３号に掲げる

開発区域の面

積に応じ当該

各号に定める

額に５０，０

００円を加え

た額

２ 法第３５条の２の規定に

よる開発行為の変更許可の

申請に対する審査

変更許可申

請１件につき、

次に掲げる額

を合算した額。

ただし、その

額が９４０，

０００円を超

えるときは、

その手数料の

額は、９４０

，０００円と

する。

～  ［略］  ［略］

．１ヘクタール未満の

もの

８６，０００

円

イ 開発区域の面積が０

．１ヘクタール以上０

．３ヘクタール未満の

もの

１件につき 

１３０，００

０円

ウ 開発区域の面積が０

．３ヘクタール以上０

．６ヘクタール未満の

もの

１件につき 

１９０，００

０円

エ 開発区域の面積が０

．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のもの

１件につき 

２６０，００

０円

オ 開発区域の面積が１

ヘクタール以上３ヘク

タール未満のもの

１件につき 

３９０，００

０円

カ 開発区域の面積が３

ヘクタール以上６ヘク

タール未満のもの

１件につき 

５１０，００

０円

キ 開発区域の面積が６

ヘクタール以上１０ヘ

クタール未満のもの

１件につき 

６６０，００

０円

ク 開発区域の面積が１

０ヘクタール以上のも

の

１件につき 

８７０，００

０円

２ 法第３５条の２の規定に

よる開発行為の変更許可の

申請に対する審査

変更許可申

請１件につき、

次に掲げる額

を合算した額。

ただし、その

額が８７０，

０００円を超

えるときは、

その手数料の

額は、８７０

，０００円と

する。

～  ［略］  ［略］

３ 法第４１条第２項ただし １件につき 



３ 法第４２条第１項ただし

書の規定による予定建築物

等以外の建築等の許可の申

請に対する審査

１件につき 

２８，０００

円

４ 法第４３条の規定による

開発許可を受けない市街化

調整区域内の土地における

建築等の許可の申請に対す

る審査

 敷地の面積が０．１ヘ

クタール未満のもの

１件につき 

７，８００円

 敷地の面積が０．１ヘ

クタール以上０．３ヘク

タール未満のもの

１件につき 

１９，０００

円

 敷地の面積が０．３ヘ

クタール以上０．６ヘク

タール未満のもの

１件につき 

４２，０００

円

 敷地の面積が０．６ヘ

クタール以上１ヘクター

ル未満のもの

１件につき 

７４，０００

円

 敷地の面積が１ヘクタ

ール以上のもの

１件につき 

１０４，００

０円

 都市計画法施行令（昭

和４４年政令第１５８号

）第３６条第１項第３号

ホに規定する建築物又は

第一種特定工作物であっ

て、市長が別に定める基

準により開発審査会に付

議するもの 

許可申請１

件につき、前

各号に掲げる

敷地の面積に

応じ当該各号

に定める額に

５０，０００

円を加えた額

５ 法第４５条の規定による

開発許可を受けた地位の承

継の承認申請に対する審査

 承認申請をする者が行

おうとする開発行為が、

主として自己の居住の用

に供する住宅の建築の用

に供する目的で行うもの

又は主として、住宅以外

の建築物で自己の業務の

用に供するものの建築若

１件につき 

２，０００円

書（法第３５条の２第４項

において準用する場合を含

む。）の規定による市街化

調整区域内における建築物

の特例の許可の申請に対す

る審査

４６，０００

円

４ 法第４２条第１項ただし

書の規定による予定建築物

等以外の建築等の許可の申

請に対する審査

１件につき 

２６，０００

円

５ 法第４３条の規定による

開発許可を受けない市街化

調整区域内の土地における

建築等の許可の申請に対す

る審査

 敷地の面積が０．１ヘ

クタール未満のもの

１件につき 

６，９００円

 敷地の面積が０．１ヘ

クタール以上０．３ヘク

タール未満のもの

１件につき 

１８，０００

円

 敷地の面積が０．３ヘ

クタール以上０．６ヘク

タール未満のもの

１件につき 

３９，０００

円

 敷地の面積が０．６ヘ

クタール以上１ヘクター

ル未満のもの

１件につき 

６９，０００

円

 敷地の面積が１ヘクタ

ール以上のもの

１件につき 

９７，０００

円

６ 法第４５条の規定による

開発許可を受けた地位の承

継の承認申請に対する審査

 承認申請をする者が行

おうとする開発行為が、

主として自己の居住の用

に供する住宅の建築の用

に供する目的で行うもの

又は主として、住宅以外

の建築物で自己の業務の

用に供するものの建築若

１件につき 

１，７００円



しくは自己の業務の用に

供する特定工作物の建設

の用に供する目的で行う

ものであって開発区域の

面積が１ヘクタール未満

のもの

 承認申請をする者が行

おうとする開発行為が、

主として、住宅以外の建

築物で自己の業務の用に

供するものの建築又は自

己の業務の用に供する特

定工作物の建設の用に供

する目的で行うものであ

って開発区域の面積が１

ヘクタール以上のもの

１件につき 

３，０００円

 承認申請をする者が行

おうとする開発行為が、

前２号以外のもの

１件につき 

１９，０００

円

６ 法第４７条第５項の規定

による開発登録簿の写しの

交付

用紙１枚につ

き ５００円

７ 都市計画法施行規則（昭

和４４年建設省令第４９号

）第６０条の規定による書

面の交付

 法第２９条第１項、第

３５条の２第１項、第４

２条第１項又は第４３条

第１項の規定による許可

を受けたことを証する書

面の交付

１件につき 

３，０００円

 法第２９条第１項、第

３５条の２第１項、第４

２条第１項又は第４３条

第１項の規定による許可

を受ける必要がないこと

を証する書面の交付

１件につき 

７，０００円

８ さいたま都市計画高度地

区に定める制限の緩和に係

る認定の申請に対する審査

１件につき 

２７，０００

円

９ さいたま都市計画高度地

区に定める制限の緩和に係

１件につき 

１６０，００

しくは自己の業務の用に

供する特定工作物の建設

の用に供する目的で行う

ものであって開発区域の

面積が１ヘクタール未満

のもの

 承認申請をする者が行

おうとする開発行為が、

主として、住宅以外の建

築物で自己の業務の用に

供するものの建築又は自

己の業務の用に供する特

定工作物の建設の用に供

する目的で行うものであ

って開発区域の面積が１

ヘクタール以上のもの

１件につき 

２，７００円

 承認申請をする者が行

おうとする開発行為が、

前２号以外のもの

１件につき 

１７，０００

円

７ 法第４７条第５項の規定

による開発登録簿の写しの

交付

用紙１枚につ

き ４７０円

８ 都市計画法施行規則（昭

和４４年建設省令第４９号

）第６０条の規定による法

第２９条第１項、第３５条

の２第１項、第４１条第２

項、第４２条第１項又は第

４３条第１項の規定に適合

していることを証する書面

の交付

１件につき 

６，０００円



る許可の申請に対する審査 ０円

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市都市計画関係事務手数料条例別表第１項から

第７項までの規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料に

ついて適用し、同日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例

による。 


